
地方公共団体発行割引証等取扱規則 新旧対照表 

改 定 現 行 備考 

地方公共団体発行割引証等取扱規則 地方公共団体発行割引証等取扱規則  

2018年４月１日規則第40号 2018年４月１日規則第40号  

（臨時的措置）   

第32条 単独用無料乗車証については、臨時的措置として、別記様式

第１号ウに加え、大阪市が加工することにより別記様式第１号ウ－

２の様式とした乗車証を用いることができるものとし、本様式につ

いては、大阪市が加工したものに限り、第29条第４号の適用はない

ものとする。 

   

     

別記様式 別記様式  

大阪市が発行する割引証等 大阪市が発行する割引証等  

 (１) 無料乗車証  (１) 無料乗車証  

    ウ－２ 単独用無料乗車証   

     表              裏   

    

 

  



     

附 則   

この規則の第32条の規定及び別記様式第１号ウ－２は、2024年12月

23日から施行し、2025年３月31日をもって失効するものとする。なお、

第32条の規定及び別記様式第１号ウ－２は、2025年３月31日の経過を

もって自動的に削除する。 

  

 


